
 

（ 別 紙 ）  

ランピースキン病防疫対策要領（令和６年１月 23 日付け５消安第 6169 号農林水産省消費・安全局長通知）の一部改正新旧対照

表 

（下線部分は改正部分） 

 改  正  後 改  正  前 

１ はじめに 

（１）ランピースキン病の特徴 

ランピースキン病（以下「本病」という。）はポックス

ウイルス科カプリポックスウイルス属ランピースキン病

ウイルス（以下「本病ウイルス」という。）による牛及び

水牛の疾病である。アフリカの大部分で流行し、平成 20年

代に入り、中東の一部、トルコ及び南ヨーロッパにおいて

発生がみられ、令和元年以降アジアにも発生が拡大した。

我が国においても、令和６年 11 月に初めての発生が確認

されている。 

本病の罹
り

患率は５～45％程度、ワクチン非接種下におけ

る死亡率は一般的に１～５％と低いが、個体群によっては

罹
り

患率が高くなることもあり、活力の低下、乳量の減少、

流産、不妊、皮膚の損傷、二次的な細菌感染等により経済

的損失が生じる。本病は主に牛の疾病であるが、水牛でも

感染事例が報告されている。なお、ヒトに感染した事例は

報告されていない。 

１ はじめに 

（１）ランピースキン病の特徴 

ランピースキン病（以下「本病」という。）はポックス

ウイルス科カプリポックスウイルス属ランピースキン病

ウイルス（以下「本病ウイルス」という。）による牛及び

水牛の疾病である。アフリカの大部分で流行し、2010年代

に中東の一部、トルコ及び南ヨーロッパにおいて発生がみ

られ、2019年以降アジアにも発生が拡大した。我が国にお

いても、2024年 11月に初めての発生が確認されている。 

本病の罹
り

患率は５～45％程度、ワクチン非接種下におけ

る死亡率は一般的に１～５％と低いが、個体群によっては

罹
り

患率が高くなることもあり、活力の低下、乳量の減少、

流産、不妊、皮膚の損傷、二次的な細菌感染等により経済

的損失が生じる。本病は主に牛の疾病であるが、水牛でも

感染事例が報告されている。なお、ヒトに感染した事例は

報告されていない。 

本病の感染拡大の主な要因は、感染した牛の移動と、蚊、
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本病の感染拡大の主な要因は、感染した牛の移動と、蚊、

サシバエ、ヌカカ、マダニ等の吸血昆虫（以下「ベクター」

という。）による機械的伝播と考えられている。本病ウイ

ルスはベクターの体内で６日間生存するとの報告があり、

ヌカカのような飛翔性のベクターの一部は、風に乗って新

しい地域に本病ウイルスを持ち込む可能性がある。また、

本病ウイルスに汚染された飲用水や飼料も感染を広げる

要因となり得るとの報告もある。 

本病ウイルスは、環境中においても長期間生存する可能

性があり、乾燥した痂
か

皮で 35 日間、日光が当たらない環

境の中で数か月間生存することが報告されている。他方、

エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん等の畜産

現場で用いられる一般的な多くの消毒剤に感受性がある。 

牛の場合には、本病ウイルスは皮膚病変、唾液、鼻汁、

乳汁、精液等から検出され、子宮内の胎子にも感染する。

本病の潜伏期間は約４～14日間と考えられているが、本病

ウイルスに感染した牛の臨床症状は、不顕性のものから重

篤なものまで様々であり、発熱、鼻漏、流涎
ぜん

、食欲不振、

泌乳量低下、表在リンパ節の腫大に加え、皮膚及び粘膜に

病変が確認される。皮膚は、最初は硬く、かつ、丸くわず

かに盛り上がり、その後直径１～８cmの完全に肥厚した結

節に発展する。結節が数個しかない牛もいれば、多数確認

されるものもいる。結節は、特に頭部、頸
けい

部、乳房、生殖

サシバエ、ヌカカ、マダニ等の吸血昆虫（以下「ベクター」

という。）による機械的伝播と考えられている。本病ウイ

ルスはベクターの体内で６日間生存するとの報告があり、

ヌカカのような飛翔性のベクターの一部は、風に乗って新

しい地域に本病ウイルスを持ち込む可能性がある。また、

本病ウイルスに汚染された飲用水や飼料も感染を広げる

要因となり得るとの報告もある。 

本病ウイルスは、環境中においても長期間生存する可能

性があり、乾燥した痂
か

皮で 35 日間、日光が当たらない環

境の中で数か月間生存することが報告されている。他方、

エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん等の畜産

現場で用いられる一般的な多くの消毒剤に感受性がある。 

牛の場合には、本病ウイルスは皮膚病変、唾液、鼻汁、

乳汁、精液等から検出され、子宮内の胎子にも感染する。

本病の潜伏期間は４～14日間と考えられているが、本病ウ

イルスに感染した牛の臨床症状は、不顕性のものから重篤

なものまで様々であり、発熱、鼻漏、流涎
ぜん

、食欲不振、泌

乳量低下及び表在リンパ節の腫大に加え、皮膚及び粘膜に

病変が確認される。皮膚は、最初は硬く、かつ、丸くわず

かに盛り上がり、その後直径１～８cmの完全に肥厚した結

節に発展する。結節が数個しかない牛もいれば、多数確認

されるものもいる。結節は、特に頭部、頸
けい

部、乳房、生殖

器、会陰部等の体毛のまばらな部位に確認されるが、全身
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器、会陰部等の体毛のまばらな部位に確認されるが、全身

を覆うこともある。結節の多くはその後、特徴的な逆円錐
すい

状の壊
え

死巣を形成し、表皮、真皮及び皮下組織のほか時に

はその下の筋肉にまで達することがある。また、壊
え

死巣は、

皮膚に穴を残して脱落し、二次的な細菌感染を起こすこと

がある。二次的な細菌感染は、乳頭及び乳腺の損傷、跛
は

行

並びに雄牛の恒久的な不妊及び雌牛の流産を起こすこと

がある。重症の牛は死亡することもあるが、ほとんどの牛

は徐々に回復する。回復には数か月かかり、皮膚病変によ

っては１～２年かかるものもある。 

なお、本病に対する有効な治療法はない。 

（２）ランピースキン病に対する防疫対策の基本的な考え方 

令和８年５月、家畜伝染病予防法（昭和 26年法律第 166

号。以下「法」という。）が改正され、ランピースキン病

が法第２条第１項に規定する家畜伝染病に位置付けられ

たことを踏まえ、その防疫対策を講ずることとする。 

本病を発症した牛等（飼養されている牛及び水牛をい

う。以下同じ。）の早期発見、隔離、移動の制限、殺処分、

ワクチン接種等の総合的な防疫対策によって、本病の発生

及び感染拡大を効率的かつ効果的に防止し、本病を清浄化

することを目的とし、我が国において本病の発生が確認さ

れた場合には、速やかにこれらの対策を講ずることとす

る。 

を覆うこともある。結節の多くはその後、特徴的な逆円錐
すい

状の壊
え

死巣を形成し、表皮、真皮及び皮下組織のほか時に

はその下の筋肉にまで達することがある。また、壊
え

死巣は、

皮膚に穴を残して脱落し、二次的な細菌感染を起こすこと

がある。二次的な細菌感染は、乳頭及び乳腺の損傷、跛
は

行

並びに雄牛の恒久的な不妊及び雌牛の流産を起こすこと

がある。重症の牛は死亡することもあるが、ほとんどの牛

は徐々に回復する。回復には数か月かかり、皮膚病変によ

っては１～２年かかるものもある。 

なお、本病に対する有効な治療法はない。 

 

（２）ランピースキン病に対する防疫対策の基本的な考え方 

令和７年７月、家畜伝染病予防法（昭和 26年法律第 166

号。以下「法」という。）第 62条第１項に基づき、ランピ

ースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病

の種類として指定する等の政令（令和７年政令第 256号。

以下「指定政令」という。）が制定されたことを踏まえ、

その防疫対策を講ずることとする。 

本病を発症した牛等（飼養されている牛及び水牛をい

う。以下同じ。）の早期発見、隔離、移動の制限、殺処分、

ワクチン接種等の総合的な防疫対策によって、本病の発生

及び感染拡大を効率的かつ効果的に防止し、本病を清浄化

することを目的とし、我が国において本病の発生が確認さ
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２ 発生の予防 

（１）（略） 

 

（２）農場での対策 

家畜の所有者（牛又は水牛の所有者をいう。以下同じ。）

は、平時から法第 12 条の３第１項に規定する飼養衛生管

理基準を遵守することにより、本病の発生を防ぐことが重

要である。家畜防疫員は、本病の特徴的な臨床症状及び本

病の対策として特に重要な以下の項目について、家畜の所

有者、獣医師等に周知する。 

① 発生農場（４により本病の患畜又は疑似患畜（以下「患

畜等」という。）が確認された農場をいう。以下同じ。）

からの車両の移動や飼養器具など本病ウイルスが付着

しているおそれのある物品の持込みが感染の原因とな

ることから、原則として発生農場から他の農場等の畜産

関連施設への車両の移動や飼養器具などの農場内への

持ち込みを行わないこと。やむを得ず移動等を行う場合

は、洗浄、消毒その他必要な措置を講ずること。 

② （略） 

③ 血液や唾液等の体液からウイルスが検出されたとの

れた場合には、速やかにこれらの対策を講ずることとす

る。 

 

２ 発生の予防 

（１）（略） 

 

（２）農場での対策 

平時から家畜伝染病予防法施行規則（昭和 26 年農林省

令第 35 号）別表第２の飼養衛生管理基準を遵守すること

により、本病の発生を防ぐことが重要である。家畜防疫員

は、本病の特徴的な臨床症状及び本病の対策として特に重

要な以下の項目について、家畜の所有者（牛又は水牛の所

有者をいう。以下同じ。）、獣医師等の関係者に周知する。 

① 本病発生農場からの車両の移動や飼養器具など本病

ウイルスが付着しているおそれのある物品の持込みが

感染の原因となることから、原則として農場内に持ち込

まないこと。やむを得ず持ち込む場合は、洗浄、消毒そ

の他必要な措置を講ずること。 

 

 

 

② （略） 

③ 血液を介して本病の感染が成立する報告もあること



-  5  -  

報告があり、体液を介して本病の感染が成立する可能性

もあることから、注射針、人工授精用器具その他体液が

付着する物品を使用する際は、原則として１頭ごとに確

実に交換又は消毒を実施すること。 

④ 本病を発症した牛等の早期発見が重要であることか

ら、農場において、本病の感染が疑われる牛等がいない

か定期的に観察する。 

 

３ 本病を疑う異状を認めた場合の対応 

（１）家畜の所有者、獣医師等の対応 

家畜の所有者等は、本病を疑う異状を呈している牛等（以

下「異常牛等」という。）を認めた場合には、速やかに獣医

師又は管轄の家畜保健衛生所（以下「家保」という。）に連

絡する。また、獣医師が異常牛等を認めた場合には家保に連

絡する。 

 

（２）都道府県の対応 

① 家畜防疫員は、家畜の所有者、獣医師等から（１）に

よる異常牛等を認めた旨の連絡を受けた場合には、法第

51 条の規定に基づき異常牛等が飼養されている農場に

立ち入り、異常牛等を含めた当該農場で飼養されている

牛等に対し、本病の感染が疑われる異状の有無について

徹底した臨床検査を行う。その際、必要に応じてデジタ

から、注射針、人工授精用器具その他体液（生乳を除く。）

が付着する物品を使用する際は、１頭ごとに確実に交換

又は消毒を実施すること。 

 

④ 本病を発症した牛等の早期発見が重要であることか

ら、本病の感染が疑われる牛等がいないか定期的に観察

する。 

 

３ 本病を疑う異状を認めた場合の対応 

（１）家畜の所有者、獣医師等の対応 

家畜の所有者等の関係者は、本病を疑う異状を呈してい

る牛等を認めた場合には、速やかに獣医師又は管轄の家畜

保健衛生所（以下「家保」という。）に連絡する。また、

獣医師が本病を疑う異状を呈している牛等を認めた場合

には家保に連絡する。 

 

（２）都道府県の対応 

① 家畜防疫員は、家畜の所有者、獣医師等から（１）に

よる連絡を受け、本病を否定できないと判断した場合に

は、指定政令により準用された法第 51 条に基づき本病

の感染が疑われる牛等が飼養されている農場に立ち入

り、当該牛等及び当該牛等以外の牛等であって当該農場

で飼養されているもの（以下「同居牛等」という。）に
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ルカメラ等により病変部位等の写真を撮影する。 

都道府県は、当該家畜防疫員が本病の特徴的な臨床症

状等を確認した場合には、病変部位等の写真、異常牛等

の症状を含めた当該農場で飼養されている牛等の状況

等の情報を添えて、別紙１により、農林水産省消費・安

全局動物衛生課（以下「動物衛生課」という。）に報告

する。 

 

② ①において家畜防疫員が本病の特徴的な臨床症状等

を確認した場合、都道府県は、別紙３に示す方法により

検体を採取し、３の（４）の検査を行う。なお、必要に

応じて、都道府県は採取した検体について、別紙２を添

付の上、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究

機構動物衛生研究部門海外病研究拠点（以下「動物衛生

研究部門」という。）に送付する。 

 

（３）農場における措置 

家畜防疫員は、（２）の②により検体を採取した農場の

家畜の所有者に対し、当該農場の牛等が本病に感染してい

ないと判定されるまでは、次の措置を講ずるよう指導す

る。なお、（２）の②による検体の採取が行われた日（以

下「検体採取日」という。）を起算日とする期間の計算に

おいて、当該検体採取日当日は、不算入とする。 

対し、本病の感染が疑われる異状の有無について徹底し

た臨床検査を行う。その際、必要に応じてデジタルカメ

ラ等により病変部位等の写真を撮影する。 

都道府県は、当該家畜防疫員が本病の特徴的な臨床

症状等を確認した場合には、病変部位等の写真、当該牛

等の症状、同居牛等の状況等の情報を添えて、別紙１に

より、農林水産省消費・安全局動物衛生課（以下「動物

衛生課」という。）に報告する。 

② ①において家畜防疫員が本病の特徴的な臨床症状等

を確認した場合、都道府県は、別紙３に示す方法により

検体を採取し、４の（１）の検査を行う。なお、必要に

応じて、都道府県は採取した検体について、別紙２を添

付の上、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究

機構動物衛生研究部門海外病研究拠点（以下「動物衛生

研究部門」という。）に送付する。 

 

（３）農場における措置 

家畜防疫員は、（２）の②により検体を採取した農場の

家畜の所有者に対し、検体を採取した牛等及び同居牛等が

本病に感染していないと判定されるまでは、次の措置を講

ずるよう指導する。なお、（２）の②による検体の採取が

行われた日（以下「検体採取日」という。）を起算日とす

る期間の計算において、当該検体採取日当日は、不算入と



-  7  -  

 

① 当該農場の次のアからエまでに掲げるものの移動を

自粛する。 

ア・イ （略） 

ウ 精液（検体採取日から遡って 42日以降に採取され

たものに限る。） 

エ （略） 

②・③ （略） 

 

（４）家畜保健衛生所での検査 

都道府県は、３の（２）の②により検体を採取した場合

には、家畜保健衛生所で遺伝子検出検査を行い、その結果

について、動物衛生課に報告する。 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

① 当該農場の次のアからエまでに掲げるものの移動を

自粛する。 

ア・イ （略） 

ウ 精液（検体採取日から過去 42日より前に採取され

たものを除く。） 

エ （略） 

②・③ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

４ 病性の判定 

（１）都道府県による検査 

都道府県は、３の（２）の②により検体を採取した場合

には、遺伝子検査を行い、その結果について、動物衛生課

に報告する。 

 

（２）動物衛生研究部門による検査 

   動物衛生研究部門は、３の（２）の②により都道府県か

ら検体の送付があった場合には、遺伝子検査を行い、その
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４ 動物衛生研究部門による検査 

  動物衛生研究部門は、３の（２）の②により都道府県から

検体の送付があった場合には、遺伝子検出検査を行うととも

に必要に応じてウイルス分離検査を行い、その結果につい

て、動物衛生課に報告する。また、動物衛生課は、（２）の

報告内容を都道府県に連絡する。 

 

結果について、動物衛生課に報告する。 

 

（３）動物衛生課による対応 

動物衛生課は、（２）の報告内容を都道府県に連絡する。 

 

（４）ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜の

判定 

都道府県は、（１）又は（２）の検査に基づき、次のい

ずれかに該当する牛等をランピースキン病患畜又はラン

ピースキン病疑似患畜と判定する。 

① ランピースキン病患畜 

ウイルス分離検査により本病ウイルスが分離された

牛等 

② ランピースキン病疑似患畜 

遺伝子検査により陽性となった牛等 

 

（新設） 
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５ 病性の判定 

都道府県は、３（４）又は４の検査に基づき、次のいずれ

かに該当する牛等を患畜等と判定する。 

（１）患畜 

ウイルス分離検査により本病ウイルスが分離された牛

等 

 

（２）疑似患畜 

遺伝子検出検査により陽性となった牛等 

 

６ まん延防止措置 

（削る。） 

 

（１）発生農場における防疫措置 

① 牛等の検査等 

  家畜防疫員は、発生農場において患畜等以外の牛等に

本病を疑う異状がないか徹底した臨床検査を行う。臨床

検査において異常牛等を確認した場合、当該異常牛等に

対して、３の（２）の②の対応を講ずる。 

 

 

 

② 患畜等の隔離 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ まん延の防止 

家畜防疫員、家畜の所有者、獣医師等の関係者は、本病の

まん延を防止するため、次の措置を講ずる。 

（１）発生農場における措置 

① 同居牛等の検査等 

  家畜防疫員は、４によりランピースキン病患畜又はラ

ンピースキン病疑似患畜と判定された牛等（以下「患畜

等」という。）が確認された農場（以下「発生農場」と

いう。）において同居牛等に本病を疑う異状がないか徹

底した臨床検査を行う。臨床検査において本病を疑う異

状を呈している同居牛等を確認した場合、当該牛等に対

して、３の（２）の②の対応を講ずる。 

② 患畜等の隔離 
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本病の患畜等の所有者は、法第 14 条第１項の規定に

基づき、患畜等を速やかに隔離するとともに、新たに異

常牛等が生じた場合には、当該異常牛等についても他の

牛等と接触しないようにする。また、家畜防疫員は、同

条第３項の規定に基づき、異常牛等について、21日間を

超えない範囲内において期間を限り、一定の区域外へ移

動させないよう指示する。 

なお、共同放牧場等のように、牛等の所有者が複数存

在する農場で患畜等が確認された場合にあっても、患畜

等を他の牛等から速やかに隔離するとともに、家畜防疫

員が他の牛等に対して臨床検査を行う。 

 

③ 畜舎等の消毒 

患畜等の所有者は、法第 25条第１項の規定に基づき、

家畜防疫員の指示に従い畜舎等の清掃・消毒を行う。ま

た、ベクターによる感染拡大を防止するため、殺虫剤の

散布を実施するとともに、ベクター忌避剤の使用等によ

り、患畜等にベクターが接触しないようにする。また、

敷料、排せつ物等について適切に発酵消毒（55℃で２時

間又は 65℃で 30 分間）等を行う。飼養管理に使用する

器具等についても定期的に消毒し、当該器具等を農場外

に搬出する場合には十分に消毒する。 

 

本病の患畜等の所有者は、指定政令により準用された

法第 14 条第１項の規定に基づき、患畜等を速やかに隔

離するとともに、本病を疑う異状が認められた同居牛等

についても他の同居牛等と接触しないようにする。ま

た、家畜防疫員は、指定政令により準用された同条第３

項の規定に基づき、本病を疑う異状が見られた同居牛等

について、21 日間を超えない範囲内において期間を限

り、一定の区域外へ移動させないよう指示する。 

特に、共同放牧場等の複数の家畜の所有者が牛等を飼

養する農場で患畜等が確認された場合には、速やかに隔

離するとともに、家畜防疫員が同居牛等の臨床検査を行

う。 

③ 畜舎等の消毒 

患畜等の所有者は、指定政令により準用された法第 25

条第１項の規定に基づき、家畜防疫員の指示に従い畜舎

等の清掃・消毒を行う。また、ベクターによる感染拡大

を防止するため、殺虫剤の散布を実施するとともに、ベ

クター忌避剤の使用等により、患畜等にベクターが接触

しないようにする。また、敷料、排せつ物等について適

切に発酵消毒（55℃で２時間又は 65℃で 30 分間）等を

行い、飼養管理に使用する器具等を定期的に消毒し、及

び当該器具等を農場外に搬出する場合には十分に消毒

する。 
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④ 殺処分命令 

都道府県知事は、患畜等の所有者に対し、法第 17 条

第１項の規定に基づき、患畜等が確認された後原則とし

て 14日間以内に当該患畜等の殺処分を行うよう命ずる。

この際、可能な限り速やかに行うよう指導する。なお、

殺処分された患畜等については、法第 58 条第１項第１

号又は第３号の対象となる。 

 また、患畜等の所有者は、患畜等の死体の処理につい

て、法第 21 条第１項の規定に基づき、家畜防疫員の指

示に従い適切に焼却又は埋却する。 

 

 

⑤ 汚染物品の処理 

患畜等の所有者は、発生農場に由来する次の物品につ

いて、検査により陰性が確認されるなど、ウイルスに汚

染していないことが明らかにならない限り、汚染物品と

して、法第 23 条第１項の規定に基づき、家畜防疫員の

指示に従い適切な措置を講ずる。なお、処理された汚染

物品については、法第 58条第１項第５号の対象となる。 

ア～ウ （略） 

⑥ 健康観察 

  患畜等の所有者は、患畜等の判定日から 28 日間、毎

日、同居牛等に本病の症状がないか徹底した健康観察を

④ 殺処分命令 

都道府県知事は、患畜等の所有者に対し、指定政令に

より準用された法第 17 条第１項の規定に基づき、患畜

等が確認された後原則として 14 日間以内に当該患畜等

の殺処分を行うよう命ずる。この際、可能な限り速やか

に行うよう指導する。なお、殺処分された患畜等につい

ては、それぞれ指定政令により準用された法第 58 条第

１項第１号又は同条同項第３号の対象となる。 

 また、患畜等の所有者は、患畜等の死体の処理につい

て、指定政令により準用された法第 21 条第１項の規定

に基づき、家畜防疫員の指示に従い適切に焼却又は埋却

する。 

⑤ 汚染物品の処理 

患畜等の所有者は、発生農場に由来する次の物品につ

いて、汚染物品として、指定政令により準用された法第

23条第１項の規定に基づき、家畜防疫員の指示に従い適

切な措置を講ずる。なお、処理された汚染物品について

は、指定政令により準用された法第 58 条第１項第５号

の対象となる。 

ア～ウ （略） 

⑥ 健康観察 

  患畜等の所有者は、患畜等の判定日から 28 日間、毎

日、同居牛等に本病の症状がないか徹底した健康観察を
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行い、本病を疑う異状が認められた場合には、３の（１）

により速やかに家保に連絡するとともに、②により当該

牛等が他の牛等と接触しないようにする。 

⑦ 移動及び出荷の制限等 

都道府県知事は、以下に定める区域に所在する農場の

牛等について、法第 32 条第１項の規定に基づき、当該

牛等の他の農場、家畜市場等への移動（と畜場への出荷

のための移動を除く。）を、動物衛生課と協議の上、以

下に定める期間制限することができる。ただし、本病の

ワクチン接種後 21日間を経過した当該牛等については、

この限りでない。 

ア 発生農場 

発生農場の牛等について、全ての患畜等の殺処分完

了日から 28 日目の日より後に家畜防疫員が実施する

臨床検査において全ての牛等について陰性が確認さ

れるまでの間 

 

 

イ 周辺農場 

  原則として、発生農場を中心とした半径５㎞以内

（発生状況に応じ、動物衛生課と協議の上、半径 20㎞

以内まで拡大可能）の区域内の全ての牛等（疾病等に

より接種できない牛等を除く。）の（４）の④により

行い、本病を疑う異状が認められた場合には、３の（１）

により速やかに家保に連絡するとともに、②により当該

牛等の隔離を行う。 

⑦ 移動及び出荷の制限等 

都道府県知事は、以下に定める区域の牛等について、

指定政令により準用された法第 32 条第１項の規定に基

づき、当該牛等の他の農場、家畜市場等への移動（と畜

場への出荷のための移動を除く。）を、動物衛生課と協

議の上、以下に定める期間制限することができる。ただ

し、本病のワクチン接種後 21 日間を経過した当該牛等

については、この限りでない。 

ア 発生農場 

発生農場の同居牛等（患畜等を除く。）について、

発生農場における患畜等の殺処分完了日（当該農場に

おいて複数の患畜等が確認されている場合にあって

は、全ての患畜等の殺処分完了日）から 28 日目の日

より後に家畜防疫員が実施する臨床検査において陰

性が確認されるまでの間 

イ 周辺農場 

  原則として、発生農場を中心とした半径５㎞以内

（発生状況に応じ、動物衛生課と協議の上、半径 20㎞

以内まで拡大可能）の農場の牛等について、区域内の

全ての牛等（疾病等により接種できない牛等を除く。）
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実施したワクチン接種完了後 21 日間が経過するまで

の間 

 

（２）周辺地域等における措置 

① 本病はベクターによっても感染が広がることから、発

生農場の所在する都道府県内の家畜の所有者及び家畜

市場等の家畜集合施設の所有者に対し、家畜防疫員は、

ベクターの防除を行うための殺虫剤の散布その他必要

な措置を講ずるよう指導する。その際、農場への入出場

における車両の洗車・消毒だけでなく、車体や車内への

殺虫剤の散布等により、ベクターを農場間で運搬しない

対策を徹底するよう指導する。あわせて、本病の発生に

係る注意喚起及び健康観察の徹底について指導する。ま

た、サシバエには 24時間で約 21～28kmを移動する能力

があるとの報告があることを踏まえ、発生農場の所在す

る都道府県に隣接する都道府県においても、家畜防疫員

は、家畜の所有者に対しベクター防除対策を徹底するよ

う指導する。 

② 家畜防疫員は、原則として、発生農場を中心とした半

径１km以内の農場及び３の（３）の③により特定された

農場に対し、本病の感染を疑う異状の有無について、電

話等により確認する。 

③ ②により異状があり、本病ウイルスに汚染されたおそ

の（４）の３により実施したワクチン接種完了後 21日

間が経過するまでの間 

 

（２）周辺地域等における措置 

① 本病はベクターによっても感染が広がることから、家

畜防疫員は、都道府県内の家畜の所有者及び家畜市場等

の家畜集合施設の所有者に対し、ベクターの防除を行う

ための殺虫剤の散布その他必要な措置を講ずるよう指

導する。その際、農場への入出場における車両の洗車・

消毒だけでなく、車体や車内への殺虫剤の散布等によ

り、ベクターを農場間で運搬しない対策を徹底するよう

指導する。あわせて、本病の発生に係る注意喚起及び健

康観察の徹底について指導する。また、サシバエには 24

時間で 21～28km を移動する能力があるとの報告がある

ことを踏まえ、発生農場の所在する都道府県に隣接する

都道府県においても、家畜の所有者に対しベクター防除

対策を徹底するよう指導する。 

 

② 家畜防疫員は、原則として、発生農場を中心とした半

径１km以内の農場及び３の（３）の③により特定された

農場に対し、本病の感染を疑う異状がないか、電話等に

より確認する。 

③ ②により本病ウイルスに汚染されたおそれがあると
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れがあると家畜防疫員が判断した農場については、法第

31 条の規定に基づく検査又は法第 51 条の規定に基づく

立入検査を行い、牛等の異状の有無について確認する。

また、家畜防疫員は、家畜の所有者に対し、当該判断を

した日（同日を除く。）から 28日目の日までの間は当該

農場の牛等の健康観察を行い、異状を認めた場合は、速

やかに家保に連絡するよう指導する。 

④ （略） 

（３） （略） 

（４）ワクチン 

① 基本的な考え方 

（略） 

② ワクチンの特徴 

海外で一般的に使用されている本病ワクチンは弱毒

生ワクチンであり、接種後 21日間で抗体が上昇すると

考えられている。また、ワクチン接種による副反応とし

て、一時的な発熱、乳量減少、四肢の浮腫及び起立困難、

ワクチン接種部位の局所的な腫脹、壊(え)死及び発症

牛と同様の結節形成や潰瘍のない皮膚病変（「ニースリ

ング反応」といわれる全身性の病変）がみられることが

ある。 

 

 

家畜防疫員が判断した農場については、指定政令により

準用された法第 31条に基づく検査又は法第 51条に基づ

く立入検査を行い、牛等に異状がないことを確認する。

また、家畜の所有者に対し、当該判断をした日（同日を

除く。）から 28 日目の日までの間は当該牛等の健康観

察を行い、異状を認めた場合は、速やかに家保に連絡す

るよう指導する。 

④ （略） 

（３） （略） 

（４）ワクチン 

① 本病ワクチン接種に対する基本的な考え方 

（略） 

② 本病ワクチンの特徴 

海外で一般的に使用されている本病ワクチンは弱毒

生ワクチンであり、接種後 21 日間で抗体が上昇すると

考えられている。また、ワクチン接種による副反応とし

て、一時的な発熱、乳量減少、四肢の浮腫及び起立困難、

ワクチン接種部位の局所的な腫脹、壊(え)死及び発症牛

と同様の結節形成や潰瘍のない皮膚病変（「ニースリン

グ反応」といわれる全身性の病変）がみられることがあ

る。家畜防疫員及び獣医師は、ワクチンを使用する際に

は、これらの副反応の可能性について、家畜の所有者に

丁寧に説明する。 
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③ 副反応への対応 

家畜防疫員及び獣医師は、ワクチンを使用する際に

は、これらの副反応の可能性について、家畜の所有者に

丁寧に説明する。 

原則として、ワクチン接種後 14 日間経過後もニース

リング反応が認められ、家畜防疫員が必要と認めた場合

には、当該牛等に対して３の（２）の②の検査を実施す

る。 

④ 緊急接種 

都道府県知事は、原則として、発生農場及び発生農場

を中心とした半径５km以内の農場の牛等に対し、ワクチ

ン接種予定日から 20 日以内にと畜場に出荷する牛等を

除き、法第 31 条第１項の規定に基づき、家畜防疫員に

よる緊急的なワクチン接種を行わせることとする。 

ただし、都道府県知事は農場内又は周辺の農場へのま

ん延の可能性が低いと判断した場合には、動物衛生課と

協議の上、ワクチン接種を行わないことができる。 

なお、複数の地域において発生が確認されるなど、広

い範囲でワクチン接種が必要と考えられる場合は、都道

原則として、ワクチン接種後 14 日間経過後もニース

リング反応が認められ、家畜防疫員が必要と認めた場合

には、当該牛等に対して３の（２）の②の検査を実施す

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緊急接種 

都道府県知事は、原則として、発生農場及び発生農場

を中心とした半径５km以内の農場の牛等に対し、ワクチ

ン接種予定日から 20 日以内にと畜場に出荷する牛等を

除き、指定政令により準用された法第 31 条第１項の規

定に基づき、家畜防疫員による緊急的なワクチン接種を

行わせることとする。 

ただし、都道府県知事は農場内又は周辺の農場へのま

ん延の可能性が低いと判断した場合には、動物衛生課と

協議の上、ワクチン接種を行わないことができる。 

なお、複数の地域において発生が確認されるなど、広
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   附 則 

 この通知は、令和８年７月１日から施行する。 

府県は動物衛生課と協議の上、発生農場を中心とした半

径 20 ㎞まで拡大した範囲でワクチン接種を実施するこ

とができる。 

 

 

⑤ 予防的接種 

以下に該当する牛等については、発生状況に応じて、

法第６条第１項の規定に基づく都道府県知事による予

防的ワクチン接種命令の実施ができるものとする。ただ

し、ワクチンを接種した牛等については、原則として、

ワクチン接種後 14 日間経過後もニースリング反応が認

められ、家畜防疫員が必要と認めた場合には、当該牛等

に対して３の（２）の②の検査を実施する。 

 

ア・イ （略） 

⑥ （略） 

 

（参考文献） （略） 

別紙１～３ （略） 

い範囲でワクチン接種が必要と考えられる場合は、都道

府県は動物衛生課と協議の上、発生農場を中心とした半

径 20 ㎞まで拡大した範囲でワクチン接種を実施するこ

とができる。 

 

④ 予防的ワクチン接種の例外 

以下に該当する牛等については、発生状況に応じて、

指定政令により準用された法第６条第１項の規定に基

づく都道府県知事による予防的ワクチン接種命令の実

施ができるものとする。ただし、ワクチンを接種した牛

等であっても、原則として、ワクチン接種後 14 日間経

過後もニースリング反応が認められ、家畜防疫員が必要

と認めた場合には、当該牛等に対して３の（２）の②の

検査を実施する。 

ア・イ （略） 

⑤ （略） 

 

（参考文献） （略） 

別紙１～３ （略） 

  


